




議案第９２号 

 

   美咲町個人番号カードの利用に関する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   美咲町個人番号カードの利用に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号。第２条において「法」という。）第１８条

の規定に基づく個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用事務） 

第２条 法第１８条第１号に規定する条例で定める事務は、美咲町黄福タクシー事業

に関する事務とする。 

 (利用者) 

第３条 前条に規定する事務に個人番号カードを利用することができる者は、個人番

号カードの交付を受けた者であって、町内に住所を有する者とする。 

（利用手続） 

第４条 個人番号カードを利用して第２条に規定する事務に係るサービス（以下「サ

ービス」という。）の全部又は一部の提供を受けようとする者は、町長に対し、利

用申請を行わなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、当該申請をした者の個人番号カードに、サ

ービスの提供に関し必要な情報を記録するものとする。 

 （個人情報保護の措置） 

第５条 町長は、サービスの提供に当たり、カードに記録された個人情報及びサービ

ス提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の

防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（委任） 

第６条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

1



 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 町民の利便性を向上させるため、マイナンバーカードの空き領域（拡張利用領域）

を黄福タクシー事業に関する事務に利用するにあたり、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第１８条の規定により、本条例を制定す

るもの。 
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議案第９３号 

 

   美咲町企業版ふるさと納税基金条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

美咲町企業版ふるさと納税基金条例 

 

 （設置） 

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２号に規定するまち・

ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金を適正に管理し、当該事

業に要する経費の財源に充てるため、美咲町企業版ふるさと納税基金（以下「基金」

という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）

で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り管理しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが

できる。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるもの

とする。 

 （繰替運用） 

第５条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することが

できる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に
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定める。 

 

  附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 企業版ふるさと納税制度に基づく寄附を財源として安定的に運用するための基金を

設置する必要があるため、条例を制定するもの。 
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議案第９４号 

 

   美咲町津山・西川線共同バス運行事業に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   美咲町津山・西川線共同バス運行事業に関する条例の一部を改正する条例 

 

美咲町津山・西川線共同バス運行事業に関する条例（平成２９年美咲町条例第３３

号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表（第５条関係）を次のように改める。 
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別表（第５条関係） 

 津山・西川線共同バス運賃表 

（単位：円） 

 
備考 １ 上表の料金は、消費税及び地方消費税の額を含む。 

   ２ 現金による徴収は、10円未満の端数を切り捨てるものとする。 

 

   附 則 

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 経路延伸に伴い、新たな停留所を設置するため。 
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議案第９５号 

 

   美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業に関する条例の一部を改正する条 

  例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業に関する条例の一部を改正する条

例 

 

美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業に関する条例（平成２９年美咲町条例

第３４号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表（第５条関係）を次のように改める。 
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別表（第５条関係） 

 津山・柵原・吉井線共同バス運賃表 

（単位：円） 

備考 １ 上表の料金は、消費税及び地方消費税の額を含む。 

   ２ 現金による徴収は、10円未満の端数を切り捨てるものとする。 

 

   附 則 

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 停留所を廃止するため。 
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議案第９６号 

 

   美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年美咲町条例第４４号）の

一部を次のように改正する。 

 

第９条第２項中「、３歳に満たない子」を「、小学校又は義務教育学校前期課程就

学の始期に達するまでの子」に改め、同条第４項を次のように改める。 

４ 前３項の規定は、第１６条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以

下この項において「要介護者」という。）を介護する職員について準用する。この場

合において、第１項中「小学校又は義務教育学校前期課程就学の始期に達するまで

の子のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から

翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当

該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における

当該職員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに

第２項及び前項中「小学校又は義務教育学校前期課程就学の始期に達するまでの子

のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者

のある職員（ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、

規則で定めるところにより、要介護者を介護」と、第１項中「深夜における」とあ

るのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、第

２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困

難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。 

第１６条第１項中「その他規則で定める者」の次に「（第１９条の３第１項において

「配偶者等」という。）」を加える。 

第１９条の次に次の３条を加える。 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１９条の２ 任命権者は、美咲町職員の育児休業等に関する条例（平成１７年美咲
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町条例第４５号）第２３条第１項の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による

申出をした職員（以下この項において「申出職員」という。）に対して、次に掲げる

措置を講じなければいけない。 

（１） 申出職員の仕事と育児の両立に資する制度又は措置（次号において「出生

時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

（２） 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」という。）に

係る申出職員の意向を確認するための措置 

（３） 美咲町職員の育児休業等に関する条例第２３条の規定による申出に係る子

の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生

の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立

の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための

措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「対象職員」

という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

（１） 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「育

児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

（２） 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措

置 

（３） 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家

庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活

との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認す

るための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した事項の取

扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１９条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至

ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度

又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他の

事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条におい

て「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を

講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４月１

日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する事項を知らせなけ

ればならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１９条の４ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにす

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 
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（１） 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

（２） 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

（３） その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、次条の規定は、公

布の日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤務制限開

始日とする改正後の美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第９条第２項の規

定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行う

ものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところに

より、当該請求を行うことができる。 

２ 任命権者は、施行日前においても、この条例による改正後の美咲町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例第１９条の２第２項の規定の例により、同項各号に掲げる

措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以

後は、同項の規定により講じられたものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世

代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和６年法律第４２号）及び地方公務

員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第５号）に準じ、

仕事と生活の両立支援の拡充のため、所要の改正を行うもの。 
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議案第９７号 

 

 美咲町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   美咲町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 美咲町職員の育児休業等に関する条例（平成１７年美咲町条例第４５号）の一部を

次のように改正する。 

 

第１条中「第１９条第１項及び第２項」を「第１９条第１項から第３項まで及び第

５項」に改める。 

第１９条第１項第２号中「及び勤務日ごとの勤務時間」を削り、「（以下「短時間勤

務職員」という。）」を削り、「除く。」の次に「次条において同じ。」を加える。 

第２０条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１項中「部

分休業の承認は、正規の勤務時間（非常勤職員（短時間勤務職員を除く。以下この条

において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間）の始め又

は終わりにおいて」を「育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する

同条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は」に改め、

同条第２項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第３項中「部分休業」

を「第１号部分休業」に、「第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９

条」を「第６１条の２第２０項」に改める。 

第２０条の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第２０条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第１

項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１時間を単位

として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該

各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

（１） １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であ

って、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時

間数 

12



（２）  第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当該

残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第２０条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４月１

日から翌年３月３１日までとする。 

（育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条例

で定める時間） 

第２０条の４ 育児休業法第２０条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準と

して条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

時間とする。 

（１） 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

（２） 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１０を乗

じて得た時間 

（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２０条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負

傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第２項の規定

による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第３項

の規定による変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ同項の職員の小学校

就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事

情とする。 

第２１条第１項中「部分休業」を「育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業」

に改める。 

第２２条を次のように改める。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第２２条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第２項の条

例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第２

項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和８年３月３１日ま

での間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改正後

の美咲町職員の育児休業等に関する条例第２０条の４の適用については、同条第１

号中「７７時間３０分」とあるのは「３８時間４５分」と、同条第２号中「１０」

とあるのは「５」とする。 
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提案理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第５号）

の施行に伴い、部分休業制度の拡充のため所要の改正を行うもの。 
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議案第９８号 

 

美咲町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年９月１日 

 

                     美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

美咲町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 美咲町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例（令和７年美咲町条例第３号）の

一部を次のように改正する。 

 

 別表（第３条関係）を次のように改める。 

 

別表（第３条関係） 

名称 位置 

美咲町中間管理住宅 第１号 美咲町西川９１９番地２ 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美咲町中間管理住宅の設置及び管理に

関する条例の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 条例において登記表示から、住所表示へ修正するため。 
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議案第９９号 

 

美咲町農村広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   美咲町農村広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

美咲町農村広場の設置及び管理に関する条例（平成１７年美咲町条例第１８７号）

の一部を改正する。 

 

 第２条の表中 

「 

名称 位置 

大戸地区農村広場 美咲町大戸上７４６番地１ 

飯岡地区農村広場 美咲町飯岡９３３番地６ 

」 

を 

「 

名称 位置 

大戸地区農村広場 美咲町大戸上７４６番地１ 

」 

に改める。 

 別表中 

「 

区分 単位 金額 

大戸地区農村広場 １時間 ５００円 

飯岡地区農村広場 〃 〃 

」 

を 
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「 

区分 単位 金額 

大戸地区農村広場 １時間 ５００円 

  」 

に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

高規格道路美作岡山道路建設に係る付帯施設（遊水地）設置に伴い、飯岡地区農村

広場を廃止するため、本条例の一部を改正するもの。 
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議案第１００号 

 

みち停あさひの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

みち停あさひの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

みち停あさひの設置及び管理に関する条例（平成２３年美咲町条例第１９号）の一

部を次のように改正する。 

 

第１２条及び第１３条を削り、第１１条を第１３条とし、第１０条を第１２条とし、

第９条中「直売施設及び厨房設備」を「みち停」に改め、同条を第１１条とし、第８

条中「内、直売施設及び厨房施設については、毎年１２月３１日から翌年１月５日ま

で休館」を「休館日は、毎年１２月３１日から翌年１月５日まで」に改め、同条ただ

し書きを削り、同条に次の１項を加え、同条を第１０条とする。 

２ 前項の休館日について、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨

時に休館することができる。 

第７条第１項中「、終日とする。ただし、直売施設及び厨房施設については」を削

り、同条を第９条とし、第６条中「第７条から第１２条、第１４条、第１５条、第１

７条、第１９条」を「第９条から第１３条、第１５条、第１７条」に改め、同条を第

８条とし、第５条の２第３号を削り、同条第４号から第６号を１号ずつ繰り上げ、同

条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条

を加える。 

（施設） 

第４条 みち停に次の施設を置く。 

 （１） 直売施設 

（２） 休憩施設 

 （３） 事務室 

 （４） 附帯施設 

第１４条及び第１５条を削り、第１６条を第１４条とし、第１７条中「第１０条」

を「第１２条」に改め、同条を第１５条とし、第１８条を第１６条とし、第１９条中
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「休憩施設、直売施設及び付属施設」を「施設」に改め、同条を第１７条とし、第２

０条を第１８条とし、第２１条を第１９条とする。 

別表（第１２条、第１３条関係）を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

みち停あさひの改修に伴い、現在の施設内容に応じて条例を整備するもの。 
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議案第１０１号 

 

美咲町水道事業等職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   美咲町水道事業等職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例 

 

美咲町水道事業等職員の給与の種類及び基準に関する条例（令和元年美咲町条例第

３４号）の一部を次のように改正する。 

 

第１７条第２項中「養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内

の時間に限る。）」を「養育するため１日の勤務時間の全部又は一部（２時間を超えな

い範囲内又は１年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。）」に

改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）の一部改正に

伴い、地方公営企業法が適用される公営企業の職員についても同様の改正を行うも

の。 

 

 

20



 

令 和 ７ 年 度 

 

 

美 咲 町 歳 入 歳 出 補 正 予 算 書 

 

 

岡山県久米郡美咲町 
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美 咲 町 一 般 会 計 

 

 

 

 



 

 

 

議案第 １０２ 号 

 

 

令和７年度  美 咲 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （第４号） 
 

 

令和７年度美咲町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７９５，８２９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，０９４，６１４千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長  青  野  高  陽 
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款 補  正  額 計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

（単位：千円）歳 入

項 補 正 前 の 額

町税1 1,630,260 2,872 1,633,132

1 552,066 1,955 554,021町民税

3 68,291 917 69,208軽自動車税

地方特例交付金10 9,363 △579 8,784

1 9,363 △579 8,784地方特例交付金

地方交付税11 5,000,000 67,897 5,067,897

1 5,000,000 67,897 5,067,897地方交付税

分担金及び負担金13 424,801 71,466 496,267

2 418,191 71,466 489,657負担金

国庫支出金15 924,136 32,545 956,681

1 534,508 18,035 552,543国庫負担金

2 386,707 14,510 401,217国庫補助金

県支出金16 711,179 2,159 713,338

1 280,877 △900 279,977県負担金

2 384,320 2,423 386,743県補助金

3 45,982 636 46,618県委託金

寄附金18 155,002 5,000 160,002

1 155,002 5,000 160,002寄附金

繰入金19 637,841 9,774 647,615

1 621,903 12,378 634,281基金繰入金

2 15,938 △2,604 13,334特別会計繰入金

繰越金20 50,000 413,067 463,067

1 50,000 413,067 463,067繰越金

諸収入21 215,223 15,628 230,851

9 195,688 15,628 211,316雑入

町債22 798,600 176,000 974,600
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款 補  正  額 計

（単位：千円）

項 補 正 前 の 額

町債 122 798,600 176,000 974,600町債

12,094,614歳              入              合              計 11,298,785 795,829
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補  正  額 計款

（単位：千円）歳 出

項 補 正 前 の 額

議会費1 96,104 0 96,104

議会管理費1 96,104 0 96,104

総務費2 2,092,366 543,906 2,636,272

総務管理費1 1,799,038 543,733 2,342,771

戸籍住民基本台帳費3 83,323 173 83,496

民生費3 3,244,889 37,301 3,282,190

社会福祉費1 2,034,612 2,299 2,036,911

児童福祉費2 1,196,278 22,953 1,219,231

生活保護費3 13,999 12,049 26,048

衛生費4 1,004,448 △3,465 1,000,983

保健衛生費1 636,026 △3,465 632,561

清掃費2 337,376 0 337,376

農林水産業費6 1,288,161 158,235 1,446,396

農業費1 1,235,077 159,164 1,394,241

林業費2 53,084 △929 52,155

商工費7 97,326 2,750 100,076

商工費1 97,326 2,750 100,076

土木費8 1,076,937 47,620 1,124,557

土木管理費1 26,380 0 26,380

道路橋りょう費2 522,480 47,120 569,600

都市計画費4 998 500 1,498

消防費9 334,163 6,095 340,258

消防費1 334,163 6,095 340,258

教育費10 846,294 △5,574 840,720

教育総務費1 154,259 △408 153,851

小学校費2 191,528 △10,500 181,028
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補  正  額 計款

（単位：千円）

項 補 正 前 の 額

教育費 中学校費310 91,500 △1,400 90,100

社会教育費5 144,565 780 145,345

保健体育費6 88,605 5,954 94,559

予備費15 50,116 8,961 59,077

予備費1 50,116 8,961 59,077

12,094,614歳              出              合              計 11,298,785 795,829
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（単位：千円）

金   額

6 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費 549,355

第　２　表　　　　　繰　越　明　許　費

款 項 事        　　　　 業   　　　　      名

自 然 災 害 防 止 事 業 （ 農 業 施 設 ）
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

　ごみ収集委託料 令和７年度～令和１０年度 380,000

　三休公園さくらまつり 令和７年度～令和８年度 1,800

第　３　表　　　　債　務　負　担　行　為
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　１　追加 （単位：千円）

起 債 の 方 法

　２　変更 （単位：千円）

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

　過疎対策事業（ソフト） 119,900 121,200

　道路新設改良事業 132,400 189,100

　自然災害防止事業（農林業施設） 240,200 332,800

　児童公園整備事業 1,100 普通貸借又は証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

　政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合にはその債権者
と協定するものによる。
　ただし、町財政の都合により据置期間
及び償還期間を短縮し、又は繰上償還も
しくは低利に借換えすることができる。

　空き家対策事業 3,000 普通貸借又は証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

　政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合にはその債権者
と協定するものによる。
　ただし、町財政の都合により据置期間
及び償還期間を短縮し、又は繰上償還も
しくは低利に借換えすることができる。

　防災情報ネットワーク高度化事業 5,800 普通貸借又は証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

　政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合にはその債権者
と協定するものによる。
　ただし、町財政の都合により据置期間
及び償還期間を短縮し、又は繰上償還も
しくは低利に借換えすることができる。

　デジタル活用推進事業 15,500

　５．０％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

普通貸借又は証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

　政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合にはその債権者
と協定するものによる。
　ただし、町財政の都合により据置期間
及び償還期間を短縮し、又は繰上償還も
しくは低利に借換えすることができる。

第　４　表　　　　地　　　方　　 債　　 補　　　正

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

　政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の場
合にはその債権者と協定するも
のによる。
　ただし、町財政の都合により
据置期間及び償還期間を短縮
し、又は繰上償還もしくは低利
に借換えすることができる。

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

普通貸借又は
証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

　政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の場
合にはその債権者と協定するも
のによる。
　ただし、町財政の都合により
据置期間及び償還期間を短縮
し、又は繰上償還もしくは低利
に借換えすることができる。

普通貸借又は
証券発行
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款 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書１ 総 括
（単位：千円）歳 入

補 正 前 の 額 補  正  額

1 町税 2,872 1,633,1321,630,260

10 地方特例交付金 △579 8,7849,363

11 地方交付税 67,897 5,067,8975,000,000

13 分担金及び負担金 71,466 496,267424,801

15 国庫支出金 32,545 956,681924,136

16 県支出金 2,159 713,338711,179

18 寄附金 5,000 160,002155,002

19 繰入金 9,774 647,615637,841

20 繰越金 413,067 463,06750,000

21 諸収入 15,628 230,851215,223

22 町債 176,000 974,600798,600

歳     入     合     計 11,298,785 795,829 12,094,614
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地 方 債

補 正 前 の 額 計補 正 額款

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

歳 出

1 0 96,10496,104議会費

10,6144,30020,6992 543,906 2,636,2722,092,366 508,293総務費

△55415,500△3,2153 37,301 3,282,1903,244,889 25,570民生費

△16,600△664 △3,465 1,000,9831,004,448 13,201衛生費

70,30392,600△1,9726 158,235 1,446,3961,288,161 △2,696農林水産業費

7 2,750 100,07697,326 2,750商工費

47,1008 47,620 1,124,5571,076,937 520土木費

5,8009 6,095 340,258334,163 295消防費

2,5701,10063610 △5,574 840,720846,294 △9,880教育費

15 8,961 59,07750,116 8,961予備費

歳     出     合     計 11,298,785 795,829 12,094,614 16,082 166,400 66,333 547,014
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２ 歳 入

（単位：千円）町民税1町税（款） 1 （項）

補 正 額 説    明
金   額区   分

節
計補正前の額目

804現年課税分1861個人1 440,399439,538 155退職分離分

649過年度分〇普通徴収

57滞納繰越分2 57滞納繰越分〇特別徴収

1,094現年課税分11,094法人2 113,622112,528 1,094過年度分〇法人税割

554,0211,955552,066計

軽自動車税（項） 3町税（款） 1

917現年課税分1917種別割2 65,35664,439 917現年度分

69,20891768,291計

地方特例交付金（項） 1地方特例交付金（款） 10

△579地方特例交付金1△579地方特例交付金1 8,7849,363 △579地方特例交付金

8,784△5799,363計

地方交付税（項） 1地方交付税（款） 11

67,897地方交付税167,897地方交付税1 5,067,8975,000,000 67,897普通地方交付税

5,067,89767,8975,000,000計

負担金（項） 2分担金及び負担金（款） 13

455社会福祉費負担金1455民生費負担金3 25,01724,562 455老人保護措置負担金（滞納繰越分）

71,011土木費負担金371,011土木費負担金8 464,261393,250 71,011岡山県事業按分分負担金

489,65771,466418,191計
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（単位：千円）国庫負担金1国庫支出金（款） 15 （項）

補 正 額 説    明
金   額区   分

節
計補正前の額目

△1,800児童福祉費負担金118,035民生費国庫負担金3 527,210509,175 △1,800児童入所施設（母子・助産）措置費

18,622自立支援給付費国5 18,622自立支援給付費国庫負担金

庫負担金

2,568生活保護費負担金6 2,568生活保護費負担金

△1,355社会福祉費負担金7 △1,355生活困窮者支援等のための地域づくり事業費負担金

552,54318,035534,508計

国庫補助金（項） 2国庫支出金（款） 15

17,489総務管理費補助金117,489総務費国庫補助金2 171,634154,145 4,094空き家対策総合支援事業補助金

173個人番号カード交付事務費補助金

9,093物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

社会保障・税番号制度システム整備補助金（中間サー

4,129ー）

△1,729社会福祉費補助金1177民生費国庫補助金3 64,34564,168 40地域生活支援事業費等補助金

△1,769重層的支援体制整備事業交付金

1,906児童福祉費補助金2 548子ども・子育て支援交付金

800地域少子化対策重点交付金

327重層的支援体制整備事業交付金（児童）

231子どもの居場所コーディネーター事業

△156保健衛生費補助金1△156衛生費国庫補助金4 7,3757,531 △156マイナンバー情報連携体制整備事業補助金

△3,000農業費補助金1△3,000農林水産業費国庫6 78,50081,500 △3,000新規就農総合支援事業補助金

補助金

401,21714,510386,707計
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（単位：千円）県負担金1県支出金（款） 16 （項）

補 正 額 説    明
金   額区   分

節
計補正前の額目

△900児童福祉費負担金1△900民生費県負担金3 171,169172,069 △900児童入所施設（母子・助産）措置費

279,977△900280,877計

県補助金（項） 2県支出金（款） 16

1,500総務費補助金11,500総務費県補助金2 5,6004,100 1,500支え合う地域づくり応援事業補助金

△1,996社会福祉費補助金1△195民生費県補助金3 109,545109,740 20地域生活支援事業補助金

△2,016重層的支援体制整備事業交付金

1,771児童福祉費補助金2 712子ども・子育て支援交付金

496岡山県保育支援者配置補助事業費補助金

163重層的支援体制整備事業交付金（児童）

400岡山県結婚新生活支援パワーアップ事業補助金

30自立支援給付費補4 30難聴児補聴器交付事業費補助金

助金

90衛生費補助金190衛生費県補助金4 11,23311,143 90アピアランスケア助成事業補助金

1,719農業費補助金11,028農林水産業費県補6 245,341244,313 1,919中山間地域等直接支払事業補助金

助金 △200岡山県荒廃農地等利活用促進交付金

△691林業費補助金2 △691森林整備地域活動支援交付金

386,7432,423384,320計

県委託金（項） 3県支出金（款） 16

636教育総務費委託金1636教育費県委託金10 2,9842,348 636マネジメント力強化事業

46,61863645,982計
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（単位：千円）寄附金1寄附金（款） 18 （項）

補 正 額 説    明
金   額区   分

節
計補正前の額目

5,000企業版ふるさと納45,000一般寄附金1 160,002155,002 5,000企業版ふるさと納税

税

160,0025,000155,002計

基金繰入金（項） 1繰入金（款） 19

12,378基金繰入金（特定112,378基金繰入金1 634,281621,903 1,592地域福祉基金繰入金（特財）

財源） 10,614長期振興町づくり基金繰入金（特財）

380町史編さん基金繰入金（特財）

△208畜産振興基金繰入金（特財）

634,28112,378621,903計

特別会計繰入金（項） 2繰入金（款） 19

△2,604介護保険特別会計1△2,604介護保険特別会計3 13,33415,938 △2,604介護保険特別会計繰入金（重層的支援体制）

繰入金繰入金

13,334△2,60415,938計

繰越金（項） 1繰越金（款） 20

413,067繰越金1413,067繰越金1 463,06750,000 413,067純繰越金

463,067413,06750,000計

雑入（項） 9諸収入（款） 21

2,180総務費雑入115,628雑入5 211,314195,686 2,180自治協会建物災害共済保険金

30,548民生費雑入2 3その他雑入

30,545後期高齢者療養給付費精算金

△16,600衛生費雑入3 △16,600新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金
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（単位：千円）雑入9諸収入（款） 21 （項）

補 正 額 説    明
金   額区   分

節
計補正前の額目

△500農林水産業費雑入5 △500就農促進トータルサポート事業費補助金

211,31615,628195,688計

町債（項） 1町債（款） 22

1,300総務債11,300総務債1 123,700122,400 1,300過疎対策事業（ソフト）

3,000企画債13,000企画債2 6,7003,700 3,000空き家対策事業

15,500社会福祉債115,500民生債3 28,80013,300 15,500デジタル活用推進事業

92,600防災対策事業債392,600農林業債6 370,600278,000 92,600自然災害防止事業（農林業施設）

56,700道路橋梁債156,700土木債8 361,000304,300 56,700町道新設改良事業

5,800防災基盤整備事業35,800消防債9 50,40044,600 5,800防災情報ネットワーク高度化事業

債

1,100社会教育施設整備21,100教育債10 9,8008,700 1,100児童公園整備事業

事業債

974,600176,000798,600計
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３ 歳 出

（款） 1 議会費 （項） 1 議会管理費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1議会管理 96,104 0 96,104 8旅費 △171

費

13使用料及び 120

賃借料

18負担金､補助 51

及び交付金

計 96,104 0 96,104

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

1総務一般 697,154 5,030 702,184 5,030 1報酬 △11,034 一般職人件費 3,530

管理費 企業版ふるさと納税 1,500

2給料 10,384

3職員手当等 4,180

12委託料 1,500

5財産管理 99,063 489,961 589,024 489,961 13使用料及び △39 柵原児童会館管理費 △39

費 賃借料 減債基金積立金 490,000

24積立金 490,000

6支所及び 26,857 39 26,896 39 10需用費 45 柵原総合支所経常管理費 138

出張所費 公用車経常管理費 △99

11役務費 10

26公課費 △16

7企画費 938,845 48,417 987,262 20,526 4,300 10,614 12,977 1報酬 △8,024 企画経常管理費 21

企画臨時管理費 252
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（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

2給料 7,524 かめっち和田北線運行事業 △355

津山・柵原・吉井線共同バス運行

3職員手当等 800 事業 △1,652

津山・西川線共同バス運行事業 1,296

7報償費 △190 空き家対策事業 12,856

美咲町結婚新生活支援事業 2,000

8旅費 △330 移住定住促進事業（定住自立圏事

業） 55

10需用費 178 空き家活用定住促進事業補助金 9,200

情報化臨時管理費 15,124

11役務費 581 重点支援交付金事業 水道補助金 9,620

12委託料 45

14工事請負費 8,188

16公有財産 3,525

購入費

17備品購入費 3,806

18負担金､補助 32,314

及び交付金

8交通安全 6,639 0 6,639 10需用費 △39

・防犯対

策費 11役務費 39

10諸費 10,070 286 10,356 286 7報償費 286 表彰等報奨金 286

計 1,799,038 543,733 2,342,771 20,526 4,300 10,614 508,293
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（款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1戸籍住民 83,323 173 83,496 173 12委託料 △1 住民情報電算処理委託 △1

基本台帳 戸籍住民登録事務協議会負担金 1

費 13使用料及び 173 社会保障・税番号制度経常管理費 173

賃借料

18負担金､補助 1

及び交付金

計 83,323 173 83,496 173

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

1社会福祉 570,875 △2,128 568,747 △8,350 △2,604 8,826 1報酬 △2,788 母子生活支援施設措置費 △2,925

総務費 重層的支援体制整備事業 1,351

2給料 6,698 社会福祉施設等物価高騰対策支援

金交付事業 △554

3職員手当等 255

8旅費 △155

12委託料 △902

13使用料及び △2,607

賃借料

16公有財産 700

購入費

18負担金､補助 △404

及び交付金

19扶助費 △3,600

-18-



（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

22償還金､利子 675

及び割引料

2社会福祉 12,371 0 12,371 10需用費 0 三保ふれあい館臨時管理費 70

施設費 加美南ふれあいセンター臨時管理

11役務費 22 費 △70

12委託料 △22

3老人福祉 811,611 1,550 813,161 458 1,092 10需用費 30 介護保険会計繰出金（地域支援事

費 業費） 1,520

27繰出金 1,520 後期高齢者医療事業費 30

4老人福祉 100,324 1,592 101,916 1,592 10需用費 1,592 あさひが丘施設臨時管理費 1,592

施設費

5障害者福 63,356 1,285 64,641 △30 1,315 7報償費 81 身体障害者福祉経常管理費 26

祉費 意思疎通支援事業 81

11役務費 17 国庫支出金精算返還金 1,295

難聴児補聴器交付事業 60

18負担金､補助 △168 障害者等移動支援事業（重点交付

及び交付金 金事業） △177

19扶助費 60

22償還金､利子 1,295

及び割引料

計 2,034,612 2,299 2,036,911 △8,380 △554 11,233
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（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1児童福祉 662,548 2,633 665,181 2,597 36 1報酬 △40,600 会計年度任用職員人件費 △911

総務費 子ども第三の居場所事業 462

2給料 40,600 子ども・子育て支援体制整備総合

推進事業 194

3職員手当等 1,300 放課後児童健全育成事業 2,625

保育対策総合支援事業 47

4共済費 △1,211 母子家庭等自立支援教育訓練給付

事業 96

8旅費 △1,000 こども食堂応援事業（重点交付金

事業） 120

12委託料 3,087

18負担金､補助 120

及び交付金

22償還金､利子 337

及び割引料

2児童措置 335,724 2,188 337,912 2,188 22償還金､利子 2,188 国庫・県支出金精算返還金 2,188

費 及び割引料

3児童福祉 192,768 18,070 210,838 15,500 2,570 12委託料 17,364 保育園共通経常管理費 688

施設費 保育園共通臨時管理費 17,364

13使用料及び 688 国庫支出金精算返還金 17

賃借料 国・県支出金精算金返還金 1

22償還金､利子 18

及び割引料

4ひとり親 5,238 62 5,300 62 11役務費 35 児童扶養手当経常管理費 35

家庭福祉 国庫支出金精算金返還金 27

費 22償還金､利子 27

及び割引料
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（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

計 1,196,278 22,953 1,219,231 2,597 15,500 4,856

（款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費

1生活保護 1,749 12,049 13,798 12,049 22償還金､利子 12,049 国庫支出金精算返還金 12,049

総務費 及び割引料

2扶助費 12,250 0 12,250 2,568 △2,568

計 13,999 12,049 26,048 2,568 9,481

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

1保健衛生 181,929 765 182,694 90 675 7報償費 222 乳幼児健康診査費 25

総務費 在宅当番医制運営委託費 △1,084

12委託料 △1,281 歯科保健事業 74

アピアランスケア助成事業 300

18負担金､補助 1,750 妊婦のための支援給付金事業 1,450

及び交付金

22償還金､利子 74

及び割引料

2予防費 69,858 △4,305 65,553 △156 △16,600 12,451 11役務費 126 疾病予防対策事業費 390

予防接種事業費 △11,001

12委託料 △11,127 新型コロナウイルスワクチン接種

事業 6,306

22償還金､利子 6,696

及び割引料
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（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

3乳幼児及 65,906 60 65,966 60 12委託料 60 子ども医療経常管理費 10

び児童生 未熟児養育医療費 50

徒等医療

費

4環境衛生 309,603 15 309,618 15 10需用費 15 墓地公園経常管理費 15

費

11役務費 25

12委託料 △25

計 636,026 △3,465 632,561 △66 △16,600 13,201

（款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費

2じん芥処 110,944 0 110,944 11役務費 5

理費

12委託料 △5

計 337,376 0 337,376

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

2農業総務 110,812 △600 110,212 △600 12委託料 △600 農業総務臨時管理費 △600

費

3農業振興 243,132 △3,728 239,404 △1,281 △500 △1,947 1報酬 143 中山間地域等直接支払事業 925

費 ６次産業化導入事業 △315

10需用費 △9 新規就農総合支援事業 △3,000

就農促進トータルサポート事業 △1,000

11役務費 174 荒廃農地再生・活用事業 △400

みち停あさひ経常管理費 62

12委託料 50
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（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

13使用料及び 314

賃借料

18負担金､補助 △4,400

及び交付金

4畜産業費 2,642 △208 2,434 △208 11役務費 △3 畜産農家飼料価格高騰対策事業 △208

18負担金､補助 △205

及び交付金

6防災対策 626,135 163,700 789,835 92,600 71,011 89 12委託料 13,700 自然災害防止事業（農業施設） 163,700

事業費

14工事請負費 54,900

17備品購入費 95,000

21補償、補填 100

及び賠償金

計 1,235,077 159,164 1,394,241 △1,281 92,600 70,303 △2,458

（款） 6 農林水産業費 （項） 2 林業費

2林業振興 40,006 △929 39,077 △691 △238 10需用費 △10 森林整備地域活動支援交付金事業 △929

費

11役務費 △9

18負担金､補助 △910

及び交付金

計 53,084 △929 52,155 △691 △238
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（款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

2商工振興 24,788 2,750 27,538 2,750 12委託料 2,750 企業誘致事業 2,750

費

計 97,326 2,750 100,076 2,750

（款） 8 土木費 （項） 1 土木管理費

1土木総務 26,380 0 26,380 12委託料 4,000

費

14工事請負費 △4,000

計 26,380 0 26,380

（款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費

3道路新設 244,700 47,120 291,820 47,100 20 12委託料 28,310 過疎対策事業 56,700

改良費 辺地対策事業（Ａ） △11,600

14工事請負費 6,810 辺地対策事業（Ｄ） 2,020

16公有財産 15,000

購入費

21補償、補填 △3,000

及び賠償金

計 522,480 47,120 569,600 47,100 20

（款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費

1公園費 998 500 1,498 500 10需用費 500 公園臨時管理費 500

計 998 500 1,498 500
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（款） 9 消防費 （項） 1 消防費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

3消防施設 61,439 221 61,660 221 10需用費 △985 消防機具庫経常管理費 221

費 防火水槽臨時管理費 158

11役務費 86 防火水槽維持補修費 △158

12委託料 2,062

14工事請負費 △2,000

18負担金､補助 1,058

及び交付金

4防災対策 13,807 5,874 19,681 5,800 74 17備品購入費 5,874 防災情報通信設備整備事業 5,874

費

計 334,163 6,095 340,258 5,800 295

（款） 10 教育費 （項） 1 教育総務費

2事務局費 142,944 △408 142,536 636 △1,044 1報酬 △70 会計年度任用職員人件費 △1,045

事務局臨時管理費 637

4共済費 △1,045

8旅費 630

13使用料及び 27

賃借料

18負担金､補助 50

及び交付金

計 154,259 △408 153,851 636 △1,044
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（款） 10 教育費 （項） 2 小学校費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1学校管理 50,788 1,500 52,288 2,180 △680 10需用費 1,500 小学校共通施設維持補修費 1,500

費

2教育振興 140,740 △12,000 128,740 △12,000 1報酬 △10,600 会計年度任用職員人件費 △12,000

費

2給料 1,600

3職員手当等 △2,777

8旅費 △223

計 191,528 △10,500 181,028 2,180 △12,680

（款） 10 教育費 （項） 3 中学校費

2教育振興 60,280 △1,400 58,880 △1,400 1報酬 △4,000 会計年度任用職員人件費 △1,400

費

2給料 2,600

3職員手当等 20

8旅費 △20

計 91,500 △1,400 90,100 △1,400

（款） 10 教育費 （項） 5 社会教育費

1社会教育 64,441 0 64,441 1報酬 △30

総務費

3職員手当等 △74

8旅費 104
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（款） 10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

2公民館費 24,250 400 24,650 400 10需用費 400 公民館維持補修費 400

3文化財保 1,279 380 1,659 380 10需用費 380 町史編纂事業 380

護費

4生涯学習 1,406 0 1,406 10 △10 10需用費 10

推進費

11役務費 △10

6図書館費 51,015 0 51,015 1報酬 △8,560

2給料 8,500

3職員手当等 300

8旅費 △240

計 144,565 780 145,345 390 390

（款） 10 教育費 （項） 6 保健体育費

2体育施設 45,937 5,954 51,891 1,100 4,854 10需用費 224 月の輪プラザ経常管理費 5,954

運営費

12委託料 5,698

13使用料及び 32

賃借料

14工事請負費 △1,111

17備品購入費 1,111

-27-



（款） 10 教育費 （項） 6 保健体育費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

3共同調理 30,736 0 30,736 1報酬 △10

場運営費

2給料 10

3職員手当等 70

8旅費 △70

計 88,605 5,954 94,559 1,100 4,854

（款） 15 予備費 （項） 1 予備費

1予備費 50,116 8,961 59,077 8,961 予備費 7,828

計 50,116 8,961 59,077 8,961
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期末手当

職員数 報　　酬 給　　料 （千円） 地域手当 寒冷地手当 計 共　済　費 合　　計 備　考

年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

7,863

2.95

12,410

3.10

0

0.00

20,273

3.025

7,863

2.95

12,410

3.10

0

0.00

20,273

3.025

0

0.00

0

0.00
0

0

0 0

15,468 162,500

314 314

314 00

0 0

314

00

比　較

長　等

議　員

その他の
特 別 職

0 314

計 0 314

0

0 0 0 0

00 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

55,181

17 96,953 22,704 0 0 7,102 147,032

0 0 55,181 055,181 0

42,290

14 41,772 0 0 0 0 54,182 10,847 65,029

0 7,102 37,669 4,6213 0 22,704 0

97,267 22,704 0 0 7,102 147,346 15,468 162,814

65,029

0 55,49555,495 0 0 0 55,495

4,621 42,290

41,772 0 0 0 0 54,182 10,847

0 0 7,102 37,669

17

0 22,7043

14

補正後

長　等

議　員

補正前

その他の
特 別 職

計

長　等

議　員

給　与　費　明　細　書
１．特別職

区　　　分

給　　　　与　　　　費

その他
の手当

その他の
特 別 職

計

-29-



報　酬 給　料 職員手当 計
（人） (千円) (千円) （千円) (千円) (千円） (千円）

248,116 979,574 698,595 1,926,285 368,876 2,295,161
334,003 901,658 694,521 1,930,182 371,132 2,301,314

0 △ 85,887 77,916 4,074 △ 3,897 △ 2,256 △ 6,153

管理職 扶　養 住　居 通　勤 時間外勤務 期　末 勤　勉 退職手当
手　当 手　当 手　当 手　当 手　　　当 手　当 手　当 組　　合

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
補正後 33,722 19,908 16,183 27,434 46,212 250,068 205,541 95,272
補正前 30,312 19,908 16,183 24,880 45,222 251,068 207,541 95,272
比較 3,410 0 0 2,554 990 △ 1,000 △ 2,000 0

宿日直 特殊勤務 地　域 管理職特別
手　当 手　　当 手　当 勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円)
補正後 2,529 300 426 1,000
補正前 2,529 300 306 1,000
比　較 0 0 120 0

報　酬 給　料 職員手当 計

（人） (千円) (千円) （千円) (千円) (千円） (千円）
203 783,785 534,657 1,318,442 277,211 1,595,653
203 779,946 531,127 1,311,073 277,211 1,588,284

0 0 3,839 3,530 7,369 0 7,369

管理職 扶　養 住　居 通　勤 時間外勤務 期　末 勤　勉 退職手当

手　当 手　当 手　当 手　当 手　　　当 手　当 手　当 組　　合
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 33,722 19,908 16,183 21,109 38,485 176,652 145,048 79,295
補正前 30,312 19,908 16,183 21,109 38,485 176,652 145,048 79,295
比較 3,410 0 0 0 0 0 0 0

宿日直 特殊勤務 地　域 管理職特別
手　当 手　　当 手　当 勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円)
補正後 2,529 300 426 1,000
補正前 2,529 300 306 1,000

比　較 0 0 120 0

補正後

２．一般職
（１）総　括

備　　　　　　　　考
合　計職員数

区　　分
共済費

給　　与　　費

合　計

区　分

内　　　訳

補正前
比　較

内　　　訳

職員手当の 区　分

職員手当の

区　分

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　分
職員数

給　　与　　費
共済費

内　　　訳

職員手当の 区　分

内　　　訳

備　　　　　　　　考

補正後
補正前

比　較

職員手当の
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報　酬 給　料 職員手当 計
（人） (千円) (千円) （千円) (千円) (千円） (千円）

248,116 195,789 163,938 607,843 91,665 699,508
334,003 121,712 163,394 619,109 93,921 713,030

0 △ 85,887 74,077 544 △ 11,266 △ 2,256 △ 13,522

管理職 扶　養 住　居 通　勤 時間外勤務 期　末 勤　勉 退職手当
手　当 手　当 手　当 手　当 手　　　当 手　当 手　当 組　　合

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
補正後 6,325 7,727 73,416 60,493 15,977
補正前 3,771 6,737 74,416 62,493 15,977

比較 0 0 0 2,554 990 △ 1,000 △ 2,000 0

宿日直 特殊勤務 地　域 管理職特別
手　当 手　　当 手　当 勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円)
補正後
補正前

比　較 0 0 0 0

イ　会計年度任用職員

区　　分
職員数

給　　与　　費
共済費 合　計

備　　　　　　　　考

職員手当の 区　分

内　　　訳

補正後
補正前

比　較

職員手当の 区　分

内　　　訳

-31-



 

 

 

 

美 咲 町 み さ き ネ ッ ト 

事 業 特 別 会 計 

 

 

 

 



 

議案第 １０３ 号 

 

 

令和７年度  美咲町みさきネット事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

令和７年度美咲町のみさきネット事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，２４４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５９，５１１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長  青 野 高 陽 
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歳　入 （単位：千円）

8

1 繰越金

歳　出 （単位：千円）

1

1 事業費

4

1 予備費

                歳          出          合          計 453,267 6,244 459,511

予備費 1,002 6,244 7,246

1,002 6,244 7,246

事業費 249,128 0 249,128

249,128 0 249,128

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

1 6,244 6,245

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 453,267 6,244 459,511

計

繰越金 1 6,244 6,245

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額
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1 総 　括
（単位：千円）

8

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款 補 正 前 の 額 補  正  額

歳　　入　　合　　計 453,267 6,244 459,511

計

繰越金 1 6,244 6,245
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 8 （項） 1

金　額

1 1 6,244 1 繰越金 6,244 前年度繰越金 6,244繰越金 6,245

計 1 6,244 6,245

目 補正前の額 補 正 額 計

繰越金 繰越金

節

区　分
説　　明
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美咲町津山・柵原・吉井線共同

バ ス 運 行 事 業 特 別 会 計 

 

 

 

 



 

 

 

議案第 １０４ 号 

 

 

令和７年度  美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

令和７年度美咲町の津山・柵原・吉井線共同バス運行事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，３４１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，２５２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長  青 野 高 陽 
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歳　入 （単位：千円）

2

2 負担金

6

1 繰越金

歳　出 （単位：千円）

1

1 事業費

4

1 予備費

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

分担金及び負担金 17,891 △2,541 15,350

17,891 △2,541 15,350

繰越金 600 200 800

600 200 800

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 24,593 △2,341 22,252

867 200 1,067

                歳          出          合          計 24,593 △2,341 22,252

19,849 △2,541 17,308

予備費 867 200 1,067

計

事業費 19,849 △2,541 17,308

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額

-37-



1 総 　括
（単位：千円）

2

6

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款 補 正 前 の 額 補  正  額 計

分担金及び負担金 17,891 △2,541 15,350

繰越金 600 200 800

歳　　入　　合　　計 24,593 △2,341 22,252
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 2 （項） 2

金　額

1 17,891 △2,541 1 バス運行事業負担 △2,541 バス運行事業負担金 △2,541
金

（款） 6 （項） 1

1 600 200 1 繰越金 200 前年度繰越金 200

目 補正前の額 補 正 額 計

分担金及び負担金 負担金

節

区　分
説　　明

負担金 15,350

計 17,891 △2,541 15,350

繰越金 繰越金

繰越金 800

計 600 200 800
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美咲町津山・西川線共同 

バ ス 運 行 事 業 特 別 会 計 

 

 

 

 



 

 

議案第 １０５ 号 

 

 

令和７年度  美咲町津山・西川線共同バス運行事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

令和７年度美咲町の津山・西川線共同バス運行事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，７４１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，５２１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長  青 野 高 陽 
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歳　入 （単位：千円）

2

2 負担金

6

1 繰越金

歳　出 （単位：千円）

1

1 バス運営事業費

4

1 予備費

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

分担金及び負担金 15,378 2,541 17,919

15,378 2,541 17,919

繰越金 600 200 800

600 200 800

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 19,780 2,741 22,521

870 200 1,070

                歳          出          合          計 19,780 2,741 22,521

17,240 2,541 19,781

予備費 870 200 1,070

計

バス運営事業費 17,240 2,541 19,781

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額
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1 総 　括
（単位：千円）

2

6

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款 補 正 前 の 額 補  正  額 計

分担金及び負担金 15,378 2,541 17,919

繰越金 600 200 800

歳　　入　　合　　計 19,780 2,741 22,521
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 2 （項） 2

金　額

1 15,378 2,541 1 バス運行事業負担 2,541 バス運行事業負担金 2,541
金

（款） 6 （項） 1

1 600 200 1 繰越金 200 前年度繰越金 200

目 補正前の額 補 正 額 計

分担金及び負担金 負担金

節

区　分
説　　明

負担金 17,919

計 15,378 2,541 17,919

繰越金 繰越金

繰越金 800

計 600 200 800
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美 咲 町 国 民 健 康 保 険 

事 業 特 別 会 計 

 

 

 

 



 

 

議案第 １０６ 号 

 

 

令和７年度  美咲町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

令和７年度美咲町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２，９４３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，６３６，７６７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長  青 野 高 陽 
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歳　入 （単位：千円）

3

2 国庫補助金

7

2 基金繰入金

8

1 繰越金

歳　出 （単位：千円）

1

1 総務管理費

3

2 医療給付費分

3 後期高齢者支援金等分

4 介護納付金分

9

1 基金積立金

11

1 償還金及び還付加算金

12

1 予備費

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

総務費 29,119 8,932 38,051

27,990 8,932 36,922

国民健康保険事業費納付金 323,655 5,773 329,428

228,922 3,495 232,417

71,913 1,938 73,851

22,787 340 23,127

基金積立金 268 11,015 11,283

268 11,015 11,283

諸支出金 4,305 5,223 9,528

1,305 5,223 6,528

予備費 987 12,000 12,987

987 12,000 12,987

                歳          出          合          計 1,593,824 42,943 1,636,767

1 31,011 31,012

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 1,593,824 42,943 1,636,767

42,000 3,000 45,000

繰越金 1 31,011 31,012

0 8,932 8,932

繰入金 180,038 3,000 183,038

計

国庫支出金 0 8,932 8,932

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額
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1 総 　括
（単位：千円）

3

7

8

歳　　入　　合　　計 1,593,824 42,943 1,636,767

繰入金 180,038 3,000 183,038

繰越金 1 31,011 31,012

計

国庫支出金 0 8,932 8,932

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款 補 正 前 の 額 補  正  額
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 3 （項） 2

金　額

2 0 8,932 1 国民健康保険制度 8,932 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 8,932
関係業務事業費補
助金

（款） 7 （項） 2

1 42,000 3,000 1 基金繰入金 3,000 基金繰入金 3,000

（款） 8 （項） 1

1 1 31,011 1 繰越金 31,011 前年度繰越金 31,011

繰越金 繰越金

繰越金 31,012

計 1 31,011 31,012

繰入金 基金繰入金

基金繰入金 45,000

計 42,000 3,000 45,000

国民健康保険制度 8,932
関係業務事業費補
助金

計 0 8,932 8,932

目 補正前の額 補 正 額 計

国庫支出金 国庫補助金

節

区　分
説　　明
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３　歳　出

（単位：千円）（款） （項） 1

そ の 他

1 8,932 34,390 12 委託料 8,932 一般管理臨時管理費 8,932

（款） （項） 2

1 3,495 232,417 3,495 18 負担金､補助 3,495 一般被保険者医療給付費分 3,495
及び交付金

（款） （項） 3

1 1,938 73,851 1,938 18 負担金､補助 1,938 一般被保険者後期高齢者支援金等
及び交付金 分 1,938

（款） （項） 4

1 340 23,127 340 18 負担金､補助 340 介護納付金分 340
及び交付金

340

金分

計 22,787 340 23,127

3 国民健康保険事業費納付金 介護納付金分

介護納付 22,787

計 71,913 1,938 73,851 1,938

険者後期
高齢者支
援金等分

3,495

3 国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金等分

一般被保 71,913

険者医療
給付費分

計 228,922 3,495 232,417

3 国民健康保険事業費納付金 医療給付費分

一般被保 228,922

計 27,990 8,932 36,922 8,932

説　　明

8,932一般管理 25,458
費

目 補正前の額 補 正 額 計

1 総務費 総務管理費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
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（単位：千円）（款） （項） 1

そ の 他

1 11,015 11,283 11,015 24 積立金 11,015 財政調整基金積立金 11,015

（款） （項） 1

11 5,223 5,224 5,223 22 償還金､利子 5,223 療養給付費等交付金償還金 5,223
及び割引料

（款） （項） 1

1 12,000 12,987 12,000 予備費 12,000

計 987 12,000 12,987 12,000

5,223

12 予備費 予備費

予備費 987

費等交付
金償還金

計 1,305 5,223 6,528

11 諸支出金 償還金及び還付加算金

療養給付 1

計 268 11,015 11,283 11,015

財政調整 268
基金積立
金

目 補正前の額 補 正 額 計

9 基金積立金 基金積立金

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明
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美咲町介護保険事業特別会計 

   

 

 

 



 

 

議案第 １０７ 号 

 

 

令和７年度  美咲町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

令和７年度美咲町の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３２，６６６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，５３１，７５５千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長  青 野 高 陽 
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歳　入 （単位：千円）

4

2 国庫補助金

5

1 支払基金交付金

6

3 県補助金

10

1 一般会計繰入金

11

1 繰越金 1 123,872 123,873

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 2,399,089 132,666 2,531,755

365,512 1,520 367,032

繰越金 1 123,872 123,873

6,251 1,520 7,771

繰入金 453,436 1,520 454,956

624,361 2,713 627,074

県支出金 330,887 1,520 332,407

204,189 3,041 207,230

支払基金交付金 624,361 2,713 627,074

計

国庫支出金 616,071 3,041 619,112

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額
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歳　出 （単位：千円）

5

1 介護予防事業費

2 包括的支援事業・任意事業費

3 包括的支援事業費（社会保障充

実分）

4 介護予防・日常生活支援サービ

ス事業費

5 繰出金

6

1 基金積立金

8

1 償還金及び還付加算金

10

1 予備費 9,529 11,367 20,896

                歳          出          合          計 2,399,089 132,666 2,531,755

501 50,297 50,798

予備費 9,529 11,367 20,896

274 62,000 62,274

諸支出金 501 50,297 50,798

15,938 △2,604 13,334

基金積立金 274 62,000 62,274

33,388 10,289 43,677

2,331 794 3,125

8,972 283 9,255

3,005 240 3,245

計

地域支援事業費 63,634 9,002 72,636

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

　美咲町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務 令和８年度 3,630

第　２　表　　　　債　務　負　担　行　為
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1 総 　括
（単位：千円）

4

5

6

10

11

歳　　入　　合　　計 2,399,089 132,666 2,531,755

繰入金 453,436 1,520 454,956

繰越金 1 123,872 123,873

支払基金交付金 624,361 2,713 627,074

県支出金 330,887 1,520 332,407

計

国庫支出金 616,071 3,041 619,112

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款 補 正 前 の 額 補  正  額
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 4 （項） 2

金　額

5 12,503 3,041 1 現年度分 3,041 介護予防事業交付金 2,643
包括的支援事業・任意事業交付金 398

（款） 5 （項） 1

2 12,485 2,713 1 現年度分 2,713 介護予防事業交付金 2,713

（款） 6 （項） 3

1 6,251 1,520 1 現年度分 1,520 介護予防事業交付金 1,321
包括的支援事業・任意事業交付金 199

（款） 10 （項） 1

3 6,251 1,520 1 現年度分 1,520 介護予防事業繰入金 1,321
包括的支援事業・任意事業繰入金 199

（款） 11 （項） 1

1 1 123,872 1 繰越金 123,872 前年度繰越金 123,872

繰越金 繰越金

繰越金 123,873

計 1 123,872 123,873

繰入金 一般会計繰入金

地域支援事業繰入 7,771
金

計 365,512 1,520 367,032

県支出金 県補助金

地域支援事業交付 7,771
金

計 6,251 1,520 7,771

支払基金交付金 支払基金交付金

地域支援事業交付 15,198
金

計 624,361 2,713 627,074

地域支援事業交付 15,544
金

計 204,189 3,041 207,230

目 補正前の額 補 正 額 計

国庫支出金 国庫補助金

節

区　分
説　　明

-55-



３　歳　出

（単位：千円）（款） （項） 1

そ の 他

6 283 9,205 207 △118 7 報償費 210 一般介護予防事業費 283

10 需用費 30

11 役務費 43

（款） （項） 2

5 240 3,096 186 12 委託料 240 任意事業費 240

（款） （項） 3

1 794 1,236 153 182 13 使用料及び 794 在宅医療・介護連携推進事業 794
賃借料

（款） （項） 4

2 0 25,011 △2 2 11 役務費 50

18 負担金､補助 △50
及び交付金

所事業

5 地域支援事業費 介護予防・日常生活支援サービス事業費

第１号通 25,011

計 2,331 794 3,125 459 153 182

・介護連
携推進事
業

5 地域支援事業費 包括的支援事業費（社会保障充実分）

459在宅医療 442

計 3,005 240 3,245 54 186

5 地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費

54任意事業 2,856
費

計 8,972 283 9,255 194 207 △118

説　　明

194一般介護 8,922
予防事業
費

目 補正前の額 補 正 額 計

5 地域支援事業費 介護予防事業費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
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（単位：千円）（款） （項） 4

そ の 他

4 10,189 12,964 10,189 12 委託料 10,189 介護予防ケアマネジメント事業費 10,189

8 100 100 40 22 18 負担金､補助 100 高額医療合算介護予防サービス費 100
及び交付金

（款） （項） 5

1 △2,604 13,334 △141 △2,463 27 繰出金 △2,604 重層的支援体制整備事業保険料繰
出金 △2,604

（款） （項） 1

1 62,000 62,274 62,000 24 積立金 62,000 介護給付費準備基金積立金 62,000

62,000

費準備基
金積立金

計 274 62,000 62,274

△141 △2,463

6 基金積立金 基金積立金

介護給付 274

金

計 15,938 △2,604 13,334

援体制整
備事業保
険料繰出

38 10,213

5 地域支援事業費 繰出金

重層的支 15,938

当事業等

計 33,388 10,289 43,677 38

合算介護
予防サー
ビス費相

ジメント
事業費

38高額医療 0

説　　明

介護予防 2,775
ケアマネ

目 補正前の額 補 正 額 計

5 地域支援事業費 介護予防・日常生活支援サービス事業費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
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（単位：千円）（款） （項） 1

そ の 他

2 50,297 50,298 50,297 22 償還金､利子 50,297 返還金 50,297
及び割引料

（款） （項） 1

1 11,367 20,896 11,367 予備費 11,367

計 9,529 11,367 20,896 11,367

50,297

10 予備費 予備費

予備費 9,529

償還金 1

計 501 50,297 50,798

目 補正前の額 補 正 額 計

8 諸支出金 償還金及び還付加算金

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

-58-



 

 

 

 

久 米 郡 介 護 認 定 審 査 

事 業 特 別 会 計 

 

 

 

 



 

 

議案第 １０８ 号 

 

 

令和７年度  久米郡介護認定審査事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

令和７年度美咲町の久米郡介護認定審査事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，５２９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長  青 野 高 陽 
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歳　入 （単位：千円）

2

1 繰越金

歳　出 （単位：千円）

2

1 予備費 1 3 4

                歳          出          合          計 8,526 3 8,529

計

予備費 1 3 4

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額

1 3 4

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 8,526 3 8,529

計

繰越金 1 3 4

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額
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1 総 　括
（単位：千円）

2

歳　　入　　合　　計 8,526 3 8,529

計

繰越金 1 3 4

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款 補 正 前 の 額 補  正  額
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 2 （項） 1

金　額

1 1 3 1 繰越金 3 前年度繰越金 3繰越金 4

計 1 3 4

目 補正前の額 補 正 額 計

繰越金 繰越金

節

区　分
説　　明
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美 咲 町 国 民 健 康 保 険 

診 療 所 事 業 特 別 会 計 

 

 

 

 



 

 

議案第 １０９ 号 

 

 

令和７年度  美咲町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

令和７年度美咲町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０６６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，９５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長  青 野 高 陽 
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歳　入 （単位：千円）

6

1 繰越金

歳　出 （単位：千円）

5

1 予備費 1,000 1,066 2,066

                歳          出          合          計 18,887 1,066 19,953

計

予備費 1,000 1,066 2,066

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額

1 1,066 1,067

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 18,887 1,066 19,953

計

繰越金 1 1,066 1,067

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額
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1 総 　括
（単位：千円）

6

歳　　入　　合　　計 18,887 1,066 19,953

計

繰越金 1 1,066 1,067

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款 補 正 前 の 額 補  正  額
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 6 （項） 1

金　額

1 1 1,066 1 繰越金 1,066 前年度繰越金 1,066繰越金 1,067

計 1 1,066 1,067

目 補正前の額 補 正 額 計

繰越金 繰越金

節

区　分
説　　明
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美 咲 町 後 期 高 齢 者 

医 療 特 別 会 計 

 

 

 

 



 

 

議案第 １１０ 号 

 

 

令和７年度  美咲町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
 

 

令和７年度美咲町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，６９６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７７，２８６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長  青 野 高 陽 
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歳　入 （単位：千円）

5

1 繰越金

7

2 国庫補助金

歳　出 （単位：千円）

1

1 総務管理費

4

1 予備費

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

総務費 3,946 4,818 8,764

3,349 4,818 8,167

予備費 821 1,878 2,699

821 1,878 2,699

                歳          出          合          計 270,590 6,696 277,286

0 4,818 4,818

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 270,590 6,696 277,286

1,000 1,878 2,878

国庫支出金 0 4,818 4,818

計

繰越金 1,000 1,878 2,878

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額

-68-



1 総 　括
（単位：千円）

5

7 国庫支出金 0 4,818 4,818

歳　　入　　合　　計 270,590 6,696 277,286

計

繰越金 1,000 1,878 2,878

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款 補 正 前 の 額 補  正  額
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 5 （項） 1

金　額

1 1,000 1,878 1 繰越金 1,878 前年度繰越金 1,878

（款） 7 （項） 2

2 0 4,818 1 後期高齢者医療制 4,818 後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金 4,818
度関係業務事業費
補助金

計 0 4,818 4,818

後期高齢者医療制 4,818
度関係業務事業費
補助金

国庫支出金 国庫補助金

繰越金 2,878

計 1,000 1,878 2,878

目 補正前の額 補 正 額 計

繰越金 繰越金

節

区　分
説　　明
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美咲町倭文西財産区特別会計 

 

 

 



 

 

議案第 １１１ 号 

 

 

令和７年度  美咲町倭文西財産区特別会計補正予算（第１号） 
 

 

令和７年度美咲町の倭文西財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，４１２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，０８４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長  青 野 高 陽 
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歳　入 （単位：千円）

1

1 繰越金

歳　出 （単位：千円）

2

1 予備費

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

繰越金 9,496 △1,412 8,084

9,496 △1,412 8,084

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 9,496 △1,412 8,084

5,714 △1,412 4,302

                歳          出          合          計 9,496 △1,412 8,084

計

予備費 5,714 △1,412 4,302

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額

-72-



1 総 　括
（単位：千円）

1

歳　　入　　合　　計 9,496 △1,412 8,084

計

繰越金 9,496 △1,412 8,084

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款 補 正 前 の 額 補  正  額
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 1 （項） 1

金　額

1 9,496 △1,412 1 前年度繰越金 △1,412 前年度繰越金 △1,412繰越金 8,084

計 9,496 △1,412 8,084

目 補正前の額 補 正 額 計

繰越金 繰越金

節

区　分
説　　明
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令　和　７　年　度

美 咲 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

（　第　１　号　）

美　　　咲　　　町



令和７年度　美咲町水道事業会計補正予算（第１号）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１頁

令和７年度　美咲町水道事業会計補正予算（第１号）実施計画　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２頁

令和７年度　美咲町水道事業会計補正予算（第１号）内訳書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４頁

目　　  　　　　　次



議第１１２号

（総則）

第 １ 条 令和７年度美咲町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 ２ 条 令和７年度美咲町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。

（ 計 ）

第 1 款 572,706 千円 0 千円 572,706 千円

第 1 項 営 業 収 益 302,892 千円 △ 9,510 千円 293,382 千円

第 2 項 営 業 外 収 益 269,814 千円 9,510 千円 279,324 千円

（資本的収入及び支出）

第 ３ 条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 計 ）

第 4 款 259,324 千円 0 千円 259,324 千円

第 1 項 建 設 改 良 費 50,909 千円 △ 2,874 千円 48,035 千円

第 2 項 企 業 債 償 還 金 206,415 千円 2,874 千円 209,289 千円

（他会計からの補助金）

第 ４ 条 予算第９条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「65,379千円」を「74,889千円」に改める。

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収　　　　　　　　入

水 道 事 業 収 益

資 本 的 支 出

（補正予定額）

美 咲 町 長 青　野　高　陽

令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日

支　　　　　　　　出

（ 科 目 ） （既決予定額）

令和７年度　　美咲町水道事業会計補正予算（第 １ 号）
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　収　　　　　入 （単位 ： 千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 備 考

水 道 事 業 収 益 572,706 0 572,706

営 業 収 益 302,892 △ 9,510 293,382

給 水 収 益 298,200 △ 9,510 288,690
重点支援交付金事業に係る水道基
本料金減免分

営 業 外 収 益 269,814 9,510 279,324

他 会 計 補 助 金 65,379 9,510 74,889
重点支援交付金事業に係る一般会
計補助金

計

水　道　事　業　収　益　及　び　費　用

款 項

令和７年度　美咲町水道事業会計補正予算（第 １ 号）実施計画

目
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　支　　　　　出 （単位 ： 千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 備 考

資 本 的 支 出 259,324 0 259,324

建 設 改 良 費 50,909 △ 2,874 48,035

水 道施 設整 備費 50,909 △ 2,874 48,035 施設修繕費の減少

企 業 債 償 還 金 206,415 2,874 209,289

企 業 債 償 還 金 206,415 2,874 209,289 企業債償還金の増加

資　本　的　収　入　及　び　支　出

款 項 目 計
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　収　　　　　入 （単位 ： 千円）

区 分

水 道 事 業 収 益 572,706 0 572,706

営 業 収 益 302,892 △ 9,510 293,382

給 水 収 益 298,200 △ 9,510 288,690 水道料金 △ 9,510 重点支援交付金事業に係る料金減免

営 業 外 収 益 269,814 9,510 279,324

他 会 計 補 助 金 65,379 9,510 74,889 他会計補助金 9,510
重点支援交付金事業に係る一般会計
補助金

目
節

補正予定額 備 考
金 額

項

令和７年度　美咲町水道事業会計補正予算（第 １ 号）内訳書

水　道　事　業　収　益　及　び　費　用

計款 既決予定額
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　支　　　　　出 （単位 ： 千円）

区 分

資 本 的 支 出 259,324 0 259,324

建 設 改 良 費 50,909 △ 2,874 48,035

水 道 施 設 整 備費 50,909 △ 2,874 48,035 施設修繕費 △ 2,874 施設修繕費の減少

企 業 債 償 還 金 206,415 2,874 209,289

企 業 債 償 還 金 206,415 2,874 209,289
建設改良費等の
財源に充てるため
の企業債

2,874 企業債償還金の増加

資　本　的　収　入　及　び　支　出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

備 考
金 額
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令　和　７　年　度

美 咲 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

（　第　１　号　）

美　　　咲　　　町



令和７年度　美咲町下水道事業会計補正予算（第１号）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１頁

令和７年度　美咲町下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２頁

令和７年度　美咲町下水道事業会計補正予算（第１号）内訳書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３頁

目　　  　　　　　次



議第１１３号

（総則）

美 咲 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書１ 条 令和７年度美咲町下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第 ２ 条 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 計 ）

第 1 款 84,727 千円 700 千円 85,427 千円

第 1 項 企 業 債 21,400 千円 700 千円 22,100 千円

第 1 款 332,545 千円 700 千円 333,245 千円

第 1 項 建 設 改 良 費 57,056 千円 700 千円 57,756 千円

（企業債）

第 ３ 条 予算第５条に定めた企業債を次のとおり補正する。

（ 計 ）

限度額 限度額 限度額

21,400 千円 700 千円 22,100 千円

令和７年度　　美咲町下水道事業会計補正予算（第 １ 号）

美 咲 町 長 青野　高陽

資 本 的 支 出

起 債 の 目 的

特定環境保全公共下水
道 事 業

令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日

資 本 的 収 入

支　　　　　　　　出

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収　　　　　　　　入
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　収　　　　　入 （単位 ： 千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 備 考

資 本 的 収 入 84,727 700 85,427

企 業 債 21,400 700 22,100

企 業 債 21,400 700 22,100

津山広域下水道事業建設負担金額
減額に伴う下水道債減額
下水道管路建設改良事業費増加に
伴う下水道債の増加

　支　　　　　出 （単位 ： 千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 備 考

資 本 的 支 出 332,545 700 333,245

建 設 改 良 費 57,056 700 57,756

管 路 建 設 改 良 費 10,400 4,448 14,848 下水道管路建設改良事業費の増加

その他建設改良費 11,059 △ 3,748 7,311
津山広域下水道事業建設負担金の
減額

資　本　的　収　入　及　び　支　出

款 項

目 計款 項

計

令和７年度　美咲町下水道事業会計補正予算（第 １ 号）実施計画

目
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　収　　　　　入 （単位 ： 千円）

区 分

資 本 的 収 入 84,727 700 85,427

企 業 債 21,400 700 22,100

企 業 債 21,400 700 22,100 企業債 22,100

津山広域下水道事業建設負担金額減
額に伴う下水道債減額
下水道管路建設改良事業費増加に伴
う下水道債の増加

　支　　　　　出 （単位 ： 千円）

区 分

資 本 的 支 出 332,545 700 333,245

建 設 改 良 費 57,056 700 57,756

管 路 建 設 改 良 費 10,400 4,448 14,848 工事請負費 14,648 下水道管路建設改良事業費の増加

その他建設改良費 11,059 △ 3,748 7,311 負担金 7,311
津山広域下水道事業建設負担金の減
額

款 既決予定額

款

補正予定額 計

補正予定額目

目
節

資　本　的　収　入　及　び　支　出

令和７年度　美咲町下水道事業会計補正予算（第 １ 号）内訳書

金 額

節
備 考

金 額
項

項

既決予定額

備 考

計
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議案第１１４号 

 

   令和６年度美咲町歳入歳出決算の認定について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   令和６年度美咲町歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和６年

度美咲町歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 

記 

 

１ 令和６年度美咲町歳入歳出決算書 

（１）美咲町一般会計 

（２）美咲町みさきネット事業特別会計 

（３）美咲町住宅新築資金等貸付事業特別会計 

（４）美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業特別会計 

（５）美咲町津山・西川線共同バス運行事業特別会計 

（６）美咲町旭川ダム沿線バス運行事業特別会計 

（７）美咲町国民健康保険事業特別会計 

（８）美咲町介護保険事業特別会計 

（９）久米郡介護認定審査事業特別会計 

（１０）美咲町国民健康保険診療所事業特別会計 

（１１）久米郡障害支援区分認定審査事業特別会計 

（１２）美咲町後期高齢者医療特別会計 

（１３）美咲町用地取得造成事業特別会計 

（１４）美咲町倭文西財産区特別会計 
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議案第１１５号 

 

   令和６年度美咲町水道事業会計決算の認定について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   令和６年度美咲町水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和

６年度美咲町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 

記 

 

１ 令和６年度美咲町水道事業会計決算書 
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議案第１１６号 

 

   令和６年度美咲町下水道事業会計決算の認定について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   令和６年度美咲町下水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和

６年度美咲町下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 

記 

 

１ 令和６年度美咲町下水道事業会計決算書 
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議案第１１７号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和３７年法律第８８号）第３条第８項の規定に基づき、別紙のとおり辺地

に係る公共的施設の総合整備計画を策定するものとする。  

 

 

記 

 

大山辺地（策定） 

中 辺 地（策定）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定するため。  
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久米郡美咲町大山辺地

辺地の人口 111人

面積 4.4km2

１． 辺地の概要

（１） 辺地を構成する町又は字の名称

大山　地区

（２） 地域の中心の位置

美咲町江与味２８０８番地２

（３） 辺地度点数

170点

２． 公共的施設の整備を必要とする事情

３． 公共的施設の整備計画

（単位：千円）

特定財源 一般財源

美咲町 126,513 126,513 126,300

126,513 0 126,513 126,300

施設名 事業主体 事業費

財源内訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額

総合整備計画（案）

　大山辺地は、標高250m～300mの山腹に集落が点在し、少ない耕地と恵まれない自然条
件の中で、零細な農業経営により生計を維持しており、公共交通機関の利用が非常に困難
な地域であることから、公共的施設の整備が必要とされている。

　町道大山本線については、江与味地区の中心部と当該辺地間を結ぶほか、県道江与味
上河内線とを結ぶ主要生活道路の一つであるため、地域住民の生活環境の向上のため整
備が必要である。

　町道長迫乢ｲｷﾘ谷線については、大山地区の中心部と大山西地区とを結ぶ主要生活路線
の一つであるにもかかわらず未舗装状態なため、地域住民の生活環境向上のため整備が
必要である。

令和７年度から令和１１年度までの５年間

町道大山本線改良舗装事業

合　　　計
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久米郡美咲町中辺地

辺地の人口 136人

面積 12.2km2

１． 辺地の概要

（１） 辺地を構成する町又は字の名称

美咲町中

（２） 地域の中心の位置

美咲町中３０４８番地

（３） 辺地度点数

218点

２． 公共的施設の整備を必要とする事情

３． 公共的施設の整備計画

（単位：千円）

特定財源 一般財源

美咲町 70,000 70,000 70,000

70,000 0 70,000 70,000

総合整備計画（案）

　中辺地は、標高350m～500mの山腹に集落が点在し、少ない耕地と恵まれない自然条件
の中で、零細な農業経営により生計を維持しており、公共交通機関の利用が非常に困難な
地域であり、幅員が狭く急勾配で急傾斜の箇所もあり、公共的施設の整備が急務となってい
る。

　町道当地線については、中地区中心部と当該辺地間を結ぶほか、主要地方道落合建部
線から当該地区を南北に縦断する主要路線「林道小谷線」へ接続する主要生活道路である
ため、地域住民の生活環境の向上のため整備が必要である。

令和7年度から令和１１年度までの５年間

施設名 事業主体 事業費

財源内訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額

町道当地線改良舗装事業

合　　　計
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諮問第１号 

    

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  

上記の諮問を提出する。 

 

   

令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

記 

 

住  所   美咲町原田１４７４番地２ 

 

氏  名   池 上 佳 苗 

        昭和３３年９月２９日生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和７年１２月３１日をもって、委員任期が満了となるため。 
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履     歴     書 

 

 

住      所   美咲町原田１４７４番地２ 

 

氏      名   池
いけ

  上
がみ

  佳
か

  苗
なえ

 

 

生 年 月 日   昭和３３年９月２９日 

 

学           歴 

 

昭和５４年 ３月   岡山県立短期大学卒業 

 

経           歴 

 

令和 ３年 ４月   美咲警察署管内地域安全推進委員 

令和 ３年 ６月   美咲町情報公開・個人情報保護審議会委員 

令和 ５年 １月   美咲町人権擁護委員 

現在に至る 
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諮問第２号 

    

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  

上記の諮問を提出する。 

  

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

記 

 

住  所   美咲町錦織１９１２番地１ 

 

氏  名   杉 本 八 重 美 

        昭和３１年１０月１６日生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和７年１２月３１日をもって、委員任期が満了となるため。 
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履     歴     書 

 

 

住      所   美咲町錦織１９１２番地１ 

 

氏      名   杉
すぎ

  本
もと

  八
や

 重
え

 美
み

 

 

生 年 月 日   昭和３１年１０月１６日 

 

学           歴 

 

昭和５０年 ３月   岡山県立福渡高等学校卒業 

 

経           歴 

 

令和 ２年 １月   美咲町人権擁護委員 

令和 ５年 ３月   特定非営利活動法人美咲ももたろうクラブ 

現在に至る 
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諮問第３号 

    

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  

上記の諮問を提出する。 

 

   

令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

    

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

記 

 

住  所   美咲町藤田上４８８番地２ 

 

氏  名   山 下 一 巳 

        昭和３２年９月１８日生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和７年１２月３１日をもって、委員任期が満了となるため。 
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履     歴     書 

 

 

住      所   美咲町藤田上４８８番地２ 

 

氏      名   山
やま

  下
した

  一
かず

  巳
み

 

 

生 年 月 日   昭和３２年９月１８日 

 

学           歴 

 

昭和５１年 ３月   岡山県立津山工業高等学校卒業 

 

経           歴 

 

平成３０年 ４月   株式会社近藤組勤務 

令和 ５年 １月   美咲町人権擁護委員 

現在に至る 
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報告第４号 

 

第３６期株式会社美咲物産経営状況の報告について 

 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

第３６期株式会社美咲物産経営状況の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、第

３６期株式会社美咲物産の経営状況を報告する。 
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(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



(10)



(11)



報告第５号 

 

令和６年度一般財団法人美咲町農業公社経営状況の報告について 

 

 

令和７年９月１日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

令和６年度一般財団法人美咲町農業公社経営状況の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、令

和６年度一般財団法人美咲町農業公社の経営状況を報告する。 
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(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



(10)



(11)



(12)


